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議
員

市
長
は
十
八
年
度
の

施
政
方
針
の
中
で
「
経
営
型

の
行
政
へ
」「
協
働
の
行
政

へ
」と
い
う
理
念
に
基
づ
き
、

よ
り
一
層
、
簡
素
で
効
率
的

な
行
政
運
営
と
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
に
努
め
る
と
の
考

え
を
示
し
た
。「
経
営
型
の

行
政
」
を
展
開
す
る
事
業
体

と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
行
政

運
営
を
行
う
考
え
な
の
か
。

市
長

民
間
で
実
施
す
る
こ

と
が
可
能
で
適
切
で
あ
る
事

業
は
民
間
に
委
託
す
る
こ
と

を
基
本
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

推
進
し
て
い
く
。
ま
た
、
成

果
指
標
や
評
価
結
果
を
市
民

へ
示
す
客
観
的
で
透
明
性
の

高
い
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
を

活
用
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク

ル
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
成
果
を
重
視
し
た
行
政

運
営
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。

議
員

行
政
事
務
の
民
営
化

等
の
進
展
に
よ
り
、
市
民
は

単
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
だ

け
の
存
在
と
な
る
こ
と
も
危

惧
さ
れ
る
。
市
民
が
主
権
者

と
し
て
市
政
に
参
画
す
る
機

会
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
。

市
長

民
営
化
や
業
務
委
託

の
た
め
に
市
民
が
市
政
に
参

画
す
る
機
会
を
減
少
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。
市
民
が
主
権

者
で
あ
り
市
政
の
主
役
で
あ

る
こ
と
を
行
政
側
が
十
分
認

識
す
る
と
と
も
に
、
市
民
が

行
政
運
営
へ
参
加
・
参
画
可

能
な
仕
組
み
や
機
会
を
積
極

的
に
構
築
し
て
い
き
た
い
。

議
員

市
民
と
の
協
働
を
さ

ら
に
推
進
す
る
た
め
の
方
策

を
聞
き
た
い
。

市
長

経
営
型
の
行
政
を
目

指
す
う
え
で
市
民
と
の
協
働

は
不
可
欠
で
あ
り
、
市
民
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

さ
ら
に
充
実
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き

た「
市
民
対
話
集
会
の
開
催
」、

「
市
民
会
議
等
へ
の
市
民
参

加
」
の
推
進
な
ど
に
よ
り
市

民
ニ
ー
ズ
の
把
握
と
情
報
提

供
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
。

議
員

市
長
の
求
め
る
協
働

の
理
念
や
考
え
方
は
全
職
員

に
共
有
さ
れ
て
い
る
の
か
。

市
長

協
働
の
考
え
方
を
部

課
長
に
示
し
、
実
例
に
基
づ

き
研
修
を
実
施
し
た
。
ま
た

平
成
十
七
年
五
月
に
は
、「
市

民
と
の
協
働
を
推
進
す
る
た

め
の
指
針
」
を
職
員
用
に
作

成
し
て
全
庁
的
に
周
知
し
、

認
識
を
深
め
て
き
た
。

議
員

行
政
に
対
す
る
市
民

か
ら
の
要
望
や
批
判
に
は
ど

う
対
応
し
て
い
く
の
か
。

市
長

関
係
各
課
で
連
携
と

議
論
を
重
ね
、
十
分
な
説
明

責
任
を
果
た
し
て
信
頼
関
係

を
築
い
て
い
き
た
い
。

議
員

十
八
年
度
の
予
算
は
、

十
七
年
度
予
算
の
達
成
状
況

の
検
証
や
見
直
し
を
踏
ま
え

て
作
成
し
た
も
の
と
考
え
る

が
、
予
算
編
成
に
当
た
っ
て

の
基
本
方
針
を
聞
き
た
い
。

市
長

十
七
年
度
同
様
、
協

働
の
推
進
に
よ
り
経
常
的
事

業
を
見
直
し
て
経
費
の
削
減

や
抑
制
を
行
い
、
財
源
確
保

を
図
っ
た
。
ま
た
選
択
と
集

中
に
よ
る
計
画
事
業
の
展
開

の
た
め
に
「
改
訂
基
本
計
画

の
適
正
な
推
進
」を
掲
げ
た
。

さ
ら
に
、
客
観
的
な
評
価
に

基
づ
く
事
業
選
択
の
た
め
に

「
事
務
事
業
再
評
価
」
を
発

展
さ
せ
、
一
部
の
事
業
で
行

政
評
価
シ
ス
テ
ム
を
試
行
す

る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
ほ
か

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
が

始
ま
っ
た
こ
と
か
ら
「
民
間

活
力
の
活
用
」
を
掲
げ
た
。

議
員

十
八
年
度
の
予
算
編

成
か
ら
導
入
し
た
枠
配
分
方

式
の
具
体
例
を
聞
き
た
い
。

市
長

「
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン

ド
ビ
ル
ド
の
促
進
」に
よ
り
、

「
産
業
ま
つ
り
開
催
委
託
経

費
」
や
「
農
業
経
営
近
代
化

合
理
化
対
策
事
業
」
な
ど
の

見
直
し
を
行
っ
た
。ま
た「
事

業
部
門
の
視
点
に
立
っ
た
、

効
率
的
か
つ
効
果
的
な
予
算

編
成
」
に
よ
り
、「
施
設
管

理
に
関
わ
る
委
託
料
」「
補

助
金
の
見
直
し
」
な
ど
を
進

め
た
。
さ
ら
に
「
自
主
性
・

自
立
性
の
確
保
と
職
員
の
コ

ス
ト
意
識
の
向
上
」
に
よ
り

職
員
の
意
識
改
革
と
庁
内
分

権
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

各
部
局
自
ら
の
事
務
事
業
の

見
直
し
や
創
意
工
夫
に
よ
る

予
算
編
成
が
行
わ
れ
た
。

議
員

枠
配
分
事
業
経
費
の

予
算
は
ど
の
程
度
削
減
効
果

が
あ
っ
た
の
か
。

市
長

一
般
財
源
ベ
ー
ス
で

は
十
七
年
度
と
の
比
較
で
約

八
億
七
〇
〇
〇
万
円
（
六
・

四
％
）
削
減
で
き
た
。

議
員

社
会
経
済
情
勢
の
変

化
や
地
方
分
権
の
進
展
に
よ

る
時
代
の
変
革
等
に
対
応
す

る
た
め
、
十
六
年
度
か
ら
策

定
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る

「（
仮
称
）
次
期
平
塚
市
総
合

計
画
」
の
一
次
素
案
が
平
成

十
八
年
二
月
に
公
表
さ
れ
た

が
、
こ
の
計
画
の
特
徴
を
伺

い
た
い
。

市
長

次
期
総
合
計
画
は
、

�
市
民
と
市
が
ま
ち
づ
く
り

の
目
標
を
共
有
し
、
望
ま
し

い
地
域
社
会
を
実
現
し
て
い

く
「
社
会
計
画
」
を
目
指
す

実
行
性
重
視
の
計
画
、
�
目

標
の
達
成
度
合
を
評
価
し
、

進
行
管
理
や
政
策
・
施
策
の

改
善
が
可
能
な
計
画
、
�
地

理
的
・
地
域
的
特
性
等
を
生

か
し
、
創
造
性
あ
る
ま
ち
づ

く
り
の
た
め
の
計
画
と
す
る

こ
と
な
ど
で
あ
る
。

議
員

次
期
総
合
計
画
の
位

置
づ
け
を
「
社
会
計
画
」
へ

と
変
更
し
た
理
由
を
聞
き
た

い
。

市
長

社
会
経
済
情
勢
等
の

変
化
と
多
様
化
す
る
市
民
ニ

ー
ズ
に
的
確
に
対
応
す
る
た

め
に
は
、
行
政
の
み
で
課
題

を
解
決
し
サ
ー
ビ
ス
を
担
う

に
は
限
界
が
あ
り
、
市
民
や

企
業
な
ど
地
域
の
か
か
わ
り

が
必
要
な
時
代
と
な
っ
た
こ

と
に
よ
る
。

議
員

次
期
総
合
計
画
の
策

定
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
伺
い
た
い
。

企
画
課
長

二
次
素
案
を
平

成
十
八
年
五
月
初
旬
に
平
塚

市
総
合
計
画
審
議
会
に
諮
り
、

六
月
の
答
申
を
経
て
計
画
案

を
策
定
し
、
九
月
議
会
に
基

本
構
想
等
を
上
程
す
る
予
定

で
あ
る
。
ま
た
実
施
計
画
は

策
定
方
針
を
検
討
中
で
あ
り
、

十
八
年
度
に
庁
内
各
部
課
か

ら
事
業
計
画
案
の
提
出
を
受

け
る
予
定
で
あ
る
。

今
定
例
会
の
代
表
・
総
括
質
問
で
は
、
平
成
十
八
年
度
の
施
政
方
針
や
平
塚
市
自
治
基

本
条
例
、
市
庁
舎
の
建
設
問
題
に
つ
い
て
議
論
が
集
中
し
ま
し
た
。
ま
ち
づ
く
り
の
分
野

で
は
、
老
朽
化
し
た
下
水
道
施
設
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
経
済
の
分
野
で
は
、
農
業
の
担

い
手
に
つ
い
て
、
環
境
の
分
野
で
は
、
平
塚
市
さ
わ
や
か
で
清
潔
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
に

つ
い
て
、
安
心
・
安
全
の
分
野
で
は
、
平
塚
市
地
域
防
災
計
画
の
改
訂
に
つ
い
て
、
教
育

の
分
野
で
は
、
安
心
し
て
学
べ
る
環
境
づ
く
り
な
ど
が
審
議
の
焦
点
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
質
疑
内
容
を
各
常
任
委
員
会
で
の
質
疑
も
併
せ
て
二
〜
五
面
と
八
面
に
、
ま

た
平
成
十
八
年
度
平
塚
市
一
般
会
計
予
算
の
討
論
内
容
を
六
面
に
ご
紹
介
し
ま
す
（
質
問

を
行
っ
た
議
員
名
と
主
な
項
目
は
七
面
に
掲
載
し
ま
す
）。

議
員

「
自
治
の
基
本
理
念
」

と
「
ま
ち
づ
く
り
の
方
針
」

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
平

塚
市
自
治
基
本
条
例
が
提
案

さ
れ
た
が
、「
自
治
」
の
本

旨
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て

い
る
の
か
。

市
長

地
域
の
こ
と
は
そ
の

地
域
で
暮
ら
し
、
そ
こ
に
か

か
わ
る
住
民
が
主
体
と
な
っ

て
、
住
民
自
ら
の
意
思
と
責

任
で
地
域
を
運
営
し
て
い
く

こ
と
だ
と
認
識
し
て
い
る
。

議
員

こ
の
条
例
が
制
定
さ

れ
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
変

化
を
期
待
し
て
い
る
の
か
。

助
役

条
例
で
は
市
民
を
ま

ち
づ
く
り
の
主
役
と
位
置
づ

け
た
。
こ
れ
に
よ
り
市
民
の

自
治
意
識
が
高
ま
る
こ
と
、

政
策
立
案
か
ら
実
施
、
評
価

ま
で
の
各
過
程
で
市
民
参
画

が
推
進
さ
れ
る
こ
と
、
協
働

の
仕
組
み
が
構
築
で
き
る
こ

と
、
さ
ら
に
条
例
体
系
や
各

種
計
画
の
位
置
づ
け
が
よ
り

明
確
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

議
員

条
例
の
内
容
に
つ
い

て
、
市
民
の
理
解
を
深
め
る

た
め
の
方
策
を
聞
き
た
い
。

企
画
部
長

フ
ォ
ー
ラ
ム
や

地
域
説
明
会
を
開
催
す
る
。

ま
た
、
職
員
が
こ
の
条
例
の

趣
旨
に
沿
っ
て
職
務
を
遂
行

し
、
条
例
の
趣
旨
や
目
的
を

市
民
に
普
及
・
啓
発
す
る
。

議
員

条
例
案
で
「
市
は
、

行
政
運
営
が
適
正
に
行
わ
れ

る
よ
う
別
に
条
例
で
定
め
、

専
門
的
知
識
を
有
す
る
第
三

者
に
よ
る
外
部
監
査
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し

た
意
図
を
聞
き
た
い
。

助
役

地
方
自
治
法
に
も
同

様
の
趣
旨
が
規
定
さ
れ
て
い

る
が
、
地
方
公
共
団
体
が
基

礎
的
自
治
体
と
し
て
自
主
・

自
立
の
行
政
運
営
を
推
進
す

る
た
め
に
は
、
監
査
体
制
の

充
実
を
図
る
こ
と
は
重
要
で

あ
る
。
将
来
、
外
部
監
査
が

必
要
と
な
る
場
合
に
備
え
、

別
に
条
例
を
定
め
た
う
え
で

実
施
す
る
た
め
に
規
定
し
た
。

市
民
へ
の
説
明
責
任
で

信
頼
関
係
構
築

外
部
監
査
規
定
の
意
図

我
が
国
の
経
済
は
景
気
回

復
基
調
を
保
ち
な
が
ら
推
移

し
て
い
る
が
、
需
要
拡
大
の

効
果
は
大
企
業
に
集
中
し
、

地
域
間
・
企
業
規
模
間
に
お

け
る
格
差
は
拡
大
し
て
い
る
。

雇
用
情
勢
も
、
完
全
失
業

率
は
依
然
四
％
台
の
高
水
準

で
推
移
し
て
お
り
、
一
年
以

上
に
わ
た
る
長
期
失
業
者
に

加
え
て
フ
リ
ー
タ
ー
・
ニ
ー

ト
（
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｔ
）
と
い
っ
た

若
年
者
の
雇
用
問
題
も
深
刻

化
し
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
上

昇
な
ど
に
よ
り
、
全
体
の
賃

金
水
準
が
低
下
す
る
中
、
賃

金
の
規
模
間
格
差
も
拡
大
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

最
低
賃
金
制
度
は
、
賃
金
格

差
を
是
正
す
る
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
社
会
的
セ
ー
フ
テ

ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
一
つ
で
あ
り
、

労
働
者
を
支
援
す
る
労
働
行

政
の
重
要
施
策
で
あ
る
と
考

え
る
。

よ
っ
て
、
貴
職
に
お
か
れ

て
は
二
〇
〇
六
年
度
の
神
奈

川
県
最
低
賃
金
の
諮
問
・
改

定
に
関
し
て
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
、
特
段
の
配
慮
を
さ

れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

神
奈
川
県
最
低
賃
金
の

改
定
諮
問
を
早
期
に
行
い
、

「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃

金
」
の
観
点
に
立
ち
、
一

般
労
働
者
の
賃
金
水
準
へ

近
づ
け
る
こ
と
を
基
本
に
、

そ
の
改
定
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
産
業
別
最
低
賃

金
の
改
定
に
つ
い
て
は
、

基
幹
産
業
労
働
者
の
賃
金

水
準
へ
近
づ
け
る
こ
と
を

基
本
に
、
そ
の
改
定
を
図

る
こ
と
。

二

最
低
賃
金
の
改
定
に
当

た
っ
て
は
、
地
方
最
低
賃

金
審
議
会
の
自
主
性
を
尊

重
す
る
と
と
も
に
、
神
奈

川
県
内
で
最
低
賃
金
以
下

の
労
働
者
を
な
く
す
た
め

に
、
そ
の
趣
旨
及
び
内
容

の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九

九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

平

塚

市

議

会

神神

奈奈

川川

県県

最最

低低

賃賃

金金

改改
定定
等等
にに
つつ
いい
てて
のの
意意
見見
書書

財
政
健
全
化
に
向
け
た

歳
入
確
保
策
は

議
員

本
市
の
財
政
を
よ
り

健
全
な
も
の
と
す
る
た
め
の

歳
入
確
保
策
を
聞
き
た
い
。

市
長

「
受
益
者
負
担
の
適

正
化
」
と
「
未
利
用
土
地
等

の
有
効
活
用
と
売
却
促
進
」

を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
市
税

収
納
率
等
の
向
上
に
取
り
組

む
ほ
か
、
広
告
収
入
の
確
保

等
も
検
討
し
て
い
る
。

議
員

市
が
保
有
す
る
未
利

用
土
地
等
の
有
効
活
用
に
つ

い
て
の
方
針
を
伺
い
た
い
。

総
務
部
長

普
通
財
産
に
区

分
さ
れ
た
土
地
だ
け
で
な
く
、

道
路
残
地
な
ど
す
べ
て
の
公

用
財
産
等
を
含
め
た
有
効
活

用
を
研
究
・
検
討
し
て
い
く
。

議
員

緊
縮
財
政
の
中
、
経

済
的
弱
者
を
保
護
す
る
た
め
、

「
格
差
社
会
」
の
是
正
に
つ

な
が
る
施
策
は
何
か
。

企
画
部
長

福
祉
的
施
策
と

し
て
ひ
と
り
親
家
庭
、小
児
、

重
度
障
害
者
へ
の
医
療
費
の

支
給
事
業
が
あ
る
。
ま
た
市

民
の
就
労
を
支
援
し
、
豊
か

な
地
域
社
会
を
形
成
す
る
た

め
に
、
障
害
児
の
放
課
後
活

動
の
場
を
確
保
し
つ
つ
、
保

護
者
の
一
時
休
養
等
を
図
る

「
障
害
児
タ
イ
ム
ケ
ア
事
業
」

を
新
た
に
開
始
す
る
。

施施政政方方針針めめぐぐりり活活発発にに論論議議
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平
成
１８
年
度
当
初
予
算
の
編
成

枠
配
分
方
式
導
入
の
効
果
尋
ね
る

（�）平成��年（２００６年）�月��日ひらつか議会だより

（
仮
称
）次
期
平
塚
市
総
合
計
画

一
次
素
案
提
示
さ
れ
る

１８年度の施政方針を述べる大藏市長（後列 左 伊藤議長、右 杉山局長）

平
塚
市
自
治
基
本
条
例

制
定
の
趣
旨
た
だ
す
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